
【令和8年2月2日現在】

№ 実施要領項目 質問 回答

1 交付対象者

　令和７年１２月３１日以前までは事業運営を休止しており、令和
８年１月１日に事業運営を再開した場合は、交付対象となるか。

　交付対象となりますが、その場合の単価は以下のとおりとなり
ます。
　入所系　Ⅰ……………………  15,300円/定員
　入所系　Ⅱ……………………  24,300円/定員
　通所系　Ⅲ（食事提供有）… 211,500円/事業所
　通所系　Ⅳ（食事提供無）…  41,200円/事業所
　訪問系　Ⅴ……………………　 2,000円/事業所

　その他、開設日又は再開日によって単価が異なりますので、詳
細は実施要領別表2をご確認ください。

2 交付対象者

　令和８年１月１日の時点では事業運営していたが、令和８年１月
２日から令和８年１月３１日まで、事業所側の都合で事業運営を休
止していた。
　その後、申請日前の令和８年２月１日に事業運営を再開した場合
は、交付対象となるか。

　交付対象となりません。

3 交付対象者

　令和８年１月１日の時点では事業運営していたが、令和８年１月5
日から２週間、従事者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生
したため、新型コロナの感染症拡大防止のため、自主休業してい
た。
　この場合は、交付対象となるか。

　交付対象となります。
　新型コロナウイルス感染症に限らず、季節性インフルエンザ等
にり患した利用者或いは従事者等が発生したため、感染拡大防止
の観点から、事業所（法人）の判断で一定期間（概ね１か月未
満）休業した場合であっても、交付対象とします。
　ただし、感染症の影響により利用者が減った、感染を恐れて事
業所を休業しているといった理由の場合は交付対象外となりま
す。
※新型コロナウイルス感染症のり患の有無は、各事業所が介護保
険課に提出している「陽性発生報告書」で判断します。

4 交付対象者

令和８年１月１日の時点ではＡ法人のサービス事業所として事業運
営していたが、令和８年２月１日で事業譲渡があり、運営がＢ法人
となった場合は、交付対象となるか。

　交付対象となります。
　この場合の申請は、申請日時点の法人で行っていただきます。

5 交付対象者

　令和８年１月２日以降開設の事業所は交付対象となるか。 　交付対象となりません。

6 交付対象者

　一の事業所（同一建物、同一敷地内）で、例えば介護老人保健施
設（１００床）と通所リハビリテーション（食事提供有）を運営し
ている場合、それぞれ交付対象となるのか。

　それぞれ交付対象となります。
　左記質問の場合、入所系Ⅰが１施設（１００床）、通所系Ⅰが
１事業所となりますので、支援金の総額は３，４９３，０００円
（３，０７０，０００円＋４２３，０００円）となります。
※令和7年10月1日以前開設かつ休止なしの場合の単価

7 交付対象者

　一の事業所（同一建物、同一敷地内）で、通所介護と通所型相当
サービスを運営している場合（どちらも食事提供有）、それぞれ交
付対象となるのか。

　相当サービスは交付対象となりません。
　左記質問の場合、通所系Ⅲ（食事提供有）が１事業所となり、
支援金は４２３，０００円となります。
※令和7年10月1日以前開設かつ休止なしの場合の単価

8 交付対象者

　一の事業所（同一建物、同一敷地内）で、通所リハビリテーショ
ンと介護予防通所リハビリテーションを運営している場合（どちら
も食事提供有）、それぞれ交付対象となるのか。

　介護予防サービスは交付対象となりません。
　左記質問の場合、通所系Ⅲ（食事提供有）が１事業所となり、
支援金は４２３，０００円となります。
※令和7年10月1日以前開設かつ休止なしの場合の単価

9 交付対象者

　一の事業所（同一建物、同一敷地内）で、介護分野とそれ以外の
分野のサービス事業を行っているが、それぞれ交付対象となるの
か。

　介護保険課所管の事業所については、交付対象となりますが、
それ以外の課が所管する事業所につきましては、それぞれの課へ
お問い合わせください。

10 交付対象者

　有料老人ホームを運営しているが、介護保険法の特定施設入居者
生活介護の指定も同時に受けている。この場合の支援金の交付はど
のようになるのか。

　入所系Ⅱの場合は、施設の定員（床数）に応じて、定員１人あ
たり４８，７００円を交付することとなります。
　例えば、１００床定員の場合は、４８，７００円×１００床＝
４，８７０，０００円が交付されることとなります。
※１００床のうち、全床が有料老人ホームであるか、特定施設入
居者生活介護であるかは問いません。２０床が有料、８０床が特
定であったとしても、１００床として算定します。
※定員に関しては、介護保険課への指定、届出の際に提出いただ
いている人数で申請願います。当課に届け出ている定員数をもっ
て判断します。
※令和7年10月1日以前開設かつ休止なしの場合の単価

11 交付対象者

　令和８年１月１日から、利用者負担を増加したが、本支援金を活
用するため、申請日前までの増加分を利用者に返還する予定でい
る。
　この場合、支援金申請にあたって挙証資料を提出する必要はある
か。

　申請にあたって、増加分を返還した挙証資料を提出いただく必
要はございません。
　ただし、必要に応じ（例えば、利用者から負担増の返還がない
にもかかわらず、法人側が支援金を受領しているといった訴えが
あった場合）、介護保険課から挙証資料の提示を求めることとな
りますので、各法人（事業者）におかれましては、遺漏のないよ
うお願いします。
　なお、介護保険課からの求めに対し、挙証資料の提示等ができ
ない場合、実施要領８の「交付決定の取り消し及び支援金の返
還」に該当する可能性がありますので、ご注意願います。

▼令和７年度（第二期）越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金　Ｑ＆Ａ
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12 交付対象者

　令和８年３月３１日まで、事業運営を廃止、休止する予定はない
が、万が一、廃止・休止となった場合はどうなるのか。

　原則、実施要領８「交付決定の取り消し及び支援金の返還」に
基づき、返還いただくこととなります。ただし、実施要領２－
（３）にも記載のとおり、法人側の都合ではなく、やむを得ない
事情がある場合なども想定されますので、実施要領８の適用に関
しては、その都度、諸事情を聴取のうえ判断することとなりま
す。

13 交付対象者

　各法人が受領した支援金に関し、各事業所への振り分け、対象経
費への充当はどのように行うのか。
　また、各事業所へ振り分けたことの挙証資料を提出する必要はあ
るか。

　各事業所等への振り込みに関しては、各法人の方法によりご対
応願います。
　その際、振り込む支援金の額については、実施要領で定める額
としてください。
　例えば、入所系Ⅱを１施設（１００床）及び通所系Ⅲ（食事提
供有）を１事業所運営し、合計５，２９３，０００円の支援金の
交付を受けた法人が、それぞれの事業所等に対し２，６４６，５
００円ずつ振り込むような対応はできません。実施要領で定める
とおり、入所系Ⅱには４，８７０，０００円、通所系Ⅲ（食事提
供有）には４２３，０００円を振り込むよう、ご対応ください。
　なお、挙証資料の提出は求めませんが、こちらも介護保険課か
らの求めに対し、確認することができなかった場合は、返還対象
となる可能性がありますので、ご注意願います。
※令和7年10月1日以前開設かつ休止なしの場合の単価

14 支援金の額等

　支援金の交付は、１法人につき１回限りとしているが、申請手続
きも１度限りということか。

　お見込みのとおりです。
　本支援金は、短期間で申請した全ての事業所等に交付するた
め、「１法人につき１回限り」としております。
　例えば、市内で複数の通所系サービスを運営する法人の場合、
その全ての事業所の支援金額を取りまとめていただくこととなり
ます。
そのほか、市内で複数のサービス付き高齢者向け住宅と通所介護
事業所を運営している法人の場合など、それぞれの根拠法に関わ
らず取りまとめていただき、申請いただくこととなります。
なお、取りまとめの内容（記載）に関しましては、別添記入例の
事業所一覧（別紙１）を参照の上、ご対応願います。

15 支援金の額等

　支援金の交付は、１法人につき１回限りとしているが、申請にあ
たり、例えば、１事業所の記載を失念した場合、後から追加申請す
ることは可能か。

　１法人につき１回限りの交付としているため、既に交付決定に
より支援金が交付されている場合の追加申請は不可とします。
　なお、申請したのち失念に気づいた場合、支援金の交付を受け
る前であれば、一度ご提出いただいた申請書を取り下げてから、
改めて申請書を提出することは可とします。
　各法人におかれましては、申請の際に記載漏れが無いよう十分
ご注意願います。
　なお、介護保険課では、事業所の記載漏れの確認は行いませ
ん。あくまでも申請書に記載されている内容の確認のみ（申請者
は適当か、振込先と申請者は同一か、同一でない場合、委任状は
正しいか、金額は正しいか、指定等を受けていない事業所名が記
載されていないか、介護予防の事業が記載されていないか、定員
数に乖離がないかなど）となりますので、あらかじめご了承願い
ます。

16 支援金の額等

　入所系サービスにおける定員数の考え方について、当施設では、
特別養護老人ホーム１００床、短期入所生活介護２０床の合計１２
０床となっている。
　この場合の支援金の申請額は、３０，７００円×１２０床でよい
か。

　短期入所生活介護のサービス提供部分（施設）が、併設型であ
るか、（特養の）空床利用であるかで異なります。
●併設型の場合
　短期入所生活介護が、併設型の施設である場合は、左記質問の
とおり、３０，７００円×１２０床となり、３，６８４，０００
円の支援金となります。

●空床利用の場合
一方、短期入所生活介護が、特別養護老人ホームの空床利用の場
合は、特別養護老人ホームの１００床のうち、２０床を短期入所
生活介護として利用しているため、あくまでも床数は１００床と
なることから、３０，７００円×１００床として、３，０７０，
０００円の支援金となります。

※令和7年10月1日以前開設かつ休止なしの場合の単価
※介護老人保健施設と短期入所療養介護の場合も同様です。
※類似ＱＡ　№10参照。

17 支援金の額等

　令和7年9月30日付で実施の「令和７年度越谷市高齢者施設等光熱
費等高騰対策支援金」の交付を受けた場合は金額は減額されるの
か。

　当該補助金を受領した金額分が減額となります。
　その場合は、別紙１の「⑦前回給付額」欄に、交付された金額
を記入してください。
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18 交付申請

　交付申請の方法はどのようにするのか。 介護保険課宛への電子申請、直接窓口へ持参又は郵送の３通りと
なります（窓口の受付時間は8：30～17：15、郵送の場合は令和8
年2月27日必着）。
なお、申請者と口座名義人が異なる場合は、様式第１号の委任状
欄への記載と押印が必要になります。そのため、この場合は、必
ず、直接窓口へ持参いただくか、郵送となりますので、ご注意願
います。（電子申請不可）

19 交付申請

　交付申請ののち、支援金が交付されるまでの流れはどのようなも
のか。

●交付申請書を介護保険課へ持参または郵送した場合

　交付申請書を持参又は郵送で介護保険課へ提出（法人）
　　　↓
　申請内容を確認後、受理（介護保険課）
　　　↓
　交付決定通知書兼交付額確定通知書の交付（介護保険課）
　　　↓
　口座振込み手続き（介護保険課）
　　　↓
　支援金交付、対象経費へ充当（法人）

●交付申請書を電子申請で提出した場合

　交付申請書を電子申請で提出（法人）
　　　↓
　受領した旨、法人宛にメール送信（介護保険課）
　　　↓
　申請内容を確認後、受理（介護保険課）
　　　↓
　交付決定通知書兼交付額確定通知書の交付（介護保険課）
　　　↓
　口座振込み手続き（介護保険課）
　　　↓
　支援金交付、対象経費へ充当（法人）

※電子申請に関しては、受付漏れを防ぐため、申請受付後３日以
内（土・日・祝日を除く）に、電子申請時に登録されたメールア
ドレス宛に返信します。
　各法人におかれましては、電子申請後、３日以内に当該返信が
ない場合は、必ず介護保険課まで受付の有無を確認するようお願
いします。

20 交付申請

　法人名で申請を行うが、支援金を、運営しているいずれかの事業
所の口座へ振り込むことは可能か。

　可能です。
　なお、この場合の交付申請書は、様式第１号の委任状欄への記
載と押印が必要となりますので、必ず、直接窓口へ持参いただく
か、郵送となりますので、ご注意願います。（電子申請不可）

21 交付申請

　Ａ社会福祉法人の理事長〇〇〇〇が、Ｂ事業所の施設長を兼ねて
いる。
振込口座の名義が「Ｂ事業所　施設長　〇〇〇〇」（肩書きが異な
る）であった場合、委任状は必要か。

　委任状を必要とします。
　氏名が同じであっても、肩書きが異なる場合は、委任状の提出
をお願いします。

22 交付申請

　申請は、法人単位で行うが、振込に関して、委任状を添付すれ
ば、複数に振り込むことは可能か。
　例えば、Ａ法人が、Ｂ通所介護とＣ有料老人ホームを事業運営し
ている場合、Ｂ、Ｃの委任状を添付していれば、それぞれの事業所
等に振り込んでもらえるのか。

　複数口座への振り込みはできません。
　当該支援金は、多数の申請者に、できる限り速やかに振り込み
手続きを行うため、一つの申請に対し、一つの口座への振り込み
とします。
　左記質問に関しては、Ａ法人の口座に振り込むか、若しくは
（委任状を添付の上）Ｂ、Ｃのいずれかの口座に振り込むかの対
応となります。
　振り込まれた後の対応につきましては、No.13をご参照願いま
す。

23 交付申請

　小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型の定員の考え方
は、施設を利用することができる登録者の数か、それとも実際に施
設に宿泊することができる宿泊者の数か。

　該当施設において、一度に宿泊させることができる宿泊者の数
（※宿泊させるための設備〔居室〕の数と同数）を定員数としま
す。

24 交付申請
　食事提供の有無が分かる書類とはどういったものか。 　運営規程もしくは重要事項説明書をご提出ください。

25 申請期間
　令和８年２月２８日以降に申請したものは、交付対象となるか。 　交付対象となりません。

26 交付決定等

　支援金は、申請後、どのくらいの日数で交付（振り込み）される
のか。

　支援金の交付は、介護保険課で申請書を受け付けたのち、その
内容を確認し、適当であるとして受理した日から概ね３０日以内
に振り込む予定です。
各法人が申請した日（付）から３０日以内ではありませんので、
お間違いのないように願います。
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27 実績報告

　実績報告は提出しなくてよいのか。 　実績報告書の提出は不要です。
　ただし、関係書類等に関しては、補助金規則第２２条の規定に
より、事業完了年度の属する年度の翌会計年度から５年間保存し
なければなりません。
この間、介護保険課から必要に応じて挙証資料の確認等を行う場
合もございますので、各法人において関係書類を適切に保管いた
だきますよう、お願いします。


